
（別記様式第１号）

宮崎市鳥獣被害防止計画

＜連絡先＞

担 当 部 署 名 宮崎市農政部森林水産課

所 在 地 宮崎市橘通東一丁目１４番２０号

電 話 番 号 ０９８５－２１－１９１９

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０９８５－３１－２８５５

メールアドレス 15sinrin@city.miyazaki.miyazaki.jp

計画作成年度 令和４年度

計画主体 宮崎県宮崎市



１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針

（１）被害の現状（令和３年度）

対象鳥獣 ｲﾉｼｼ､ｻﾙ､ｼｶ､ｱﾅｸﾞﾏ､ﾀﾇｷ､ﾋﾖﾄﾞﾘ、ﾄﾞﾊﾞﾄ､ｶﾗｽ､ｱﾗｲｸﾞﾏ､ｶﾜｳ

計画期間 令和 ５年度～令和 ７年度

対象地域 宮崎県宮崎市

鳥獣の種類 被害の現状

品 目
被害数値

面積（ha） 金額（千円）

イノシシ

水稲 ０．１５３ １８０

イモ類 ０．０１２ ５８

野菜 ０．０３７ ３００

果樹 ０．００１ ５

飼料作物 ０．０１７ ９

その他 ０．００２ ０

計 ０．２２２ ５５２

サル

果樹 ０．６９７ ５，９９９

イモ類 ０．０３４ １６５

野菜 ０．１０７ ２５２

計 ０．８３８ ６，４１６

シカ

水稲 ０．０１０ １２

野菜 ０．０１２ ８３

果樹 ０．０００ ７

飼料作物 ０．００５ ２

計 ０．０２７ １０４

アナグマ

水稲 ０．００５ ６

野菜 ０．００７ ３３

イモ類 ０．００９ ４４

果樹 ０．０１１ １０１

飼料作物 ０．００４ ２

その他 ０．００５ １

計 ０．０４１ １８７



（２）被害の傾向

タヌキ

水稲 ０．００５ ６

野菜 ０．００７ ３３

イモ類 ０．００９ ４４

果樹 ０．０１１ １０１

飼料作物 ０．００４ ２

その他 ０．００５ １

計 ０．０４１ １８７

ヒヨドリ 果樹 ０．０１５ １６０

ドバト 生活環境 ― ―

カラス

飼料作物 ０．００５ ２

果樹 ０．０２０ ９７

水稲 ０．００９ １０

計 ０．０３４ １０９

アライグマ ― ― ―

カワウ 川魚 ― ―

イノシシ 被害は市内全域でみられ水稲・林産物を中心として、田の畔

や法面を掘り返すなどの被害も発生している。

住宅地で目撃されることも多く、人的被害についても懸念さ

れる。

サル 果樹・イモ類を中心に農産物被害は年間を通じて発生してい

る。また、住宅地等への出没もみられ、威嚇行為やカーポート

の破損等の被害もある。

シカ 宮崎市南部地域への生息範囲の広がりに加え住宅地等への

出没も増加している。苗木の食害や造林木の皮剥ぎ等の被害が

多い。

アナグマ 野菜類の食害が中心であるが、住宅地等への侵入も多く生活

環境被害も多い。

タヌキ アナグマと同様の被害が見られる。特に疥癬病に罹った個体

が住宅地に出没することが多く、犬猫等への伝染被害や生活環

境への悪影響が懸念される。

ヒヨドリ 生活環境被害に加え、果樹の害も見られる。

ドバト 施設や住居周辺での糞害等の生活環境被害が多い。

カラス 飼料作物や果樹への被害に加え、住宅地等でゴミを漁った

り、人を威嚇するなどの事例が見られる。

アライグマ 周辺市町村での目撃情報や捕獲実績があることから、今後の

被害が懸念される。

カワウ 放流した鮎等への食害がみられる。



（３）被害の軽減目標

（４）従来講じてきた被害防止対策

指標 現状値（令和３年度） 目標値（令和７年度）

【30％削減】
金額（千円） 面積（ha） 金額（千円） 面積（ha）

イノシシ ５５２ ０．２２２ ３８６ ０．１５５

サル ６，４１６ ０．８３８ ４，４９１ ０．５８６

シカ １０４ ０．０２７ ７２ ０．０１８

アナグマ １８７ ０．０４１ １３０ ０．０２８

タヌキ １８７ ０．０４１ １３０ ０．０２８

ヒヨドリ １６０ ０．０１５ １１２ ０．０１０

ドバト － － － －

カラス １０９ ０．０３４ ７６ ０．０２３

アライグマ － － － －

カワウ ２００ ０ １４０ －

従来講じてきた被害防止対策 課題

捕獲等

に関す

る取組

組織された有害鳥獣捕獲班及

び野生猿特別捕獲班の有害鳥獣

の捕獲活動、埋却処理等に対す

る組織支援を実施。

またパトロール隊を設置し捕

獲班や地元住民等と有害鳥獣に

関する情報共有を図っている。

その他狩猟者確保のため、狩猟

免許費用の一部助成を行ってい

る。

・ 集落によっては鳥獣被害に対

する意識が希薄で、自己防衛へ

の取組みが不十分。対策は捕獲

のみに頼っているため捕獲班員

への負担が増加している。

・ 捕獲員自体が高齢化し、人員も

不足している。

防護柵

の設置

等に関

する取

組

交付金事業を活用した防護柵

の整備に積極的に取り組んでお

り、事業実施要望があった際に

は事前に研修会を実施し、効果

的な防護柵の設置に努めてい

る。

・ 関係者の合意形成ができず、交

付金事業を活用した防護柵の設

置が困難な地域も存在する。

生息環

境管理

その他

の取組

被害者に対して現地確認時等

に対策についての情報提供や助

言。

・ 住宅地等においては野生鳥獣

についての知見が乏しく、放置

果樹やゴミの管理等、対策が不

十分なことが多い。



（５）今後の取組方針

３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項

（１）対象鳥獣の捕獲体制

（２）その他捕獲に関する取組

（３）対象鳥獣の捕獲計画

従来通りの防護柵普及の取組みに併せ、研修会や追い払い活動、環境整備

など地域一体となった対策を推進する。

農作物等の被害の現状や生息状況について集落全体で把握に努め、不適切

な残渣処理や収穫作物の取り残し等を是正するなど野生鳥獣による被害を誘

発する要因の改善を推進するとともに、新たな捕獲班員など担い手確保の推

進を図り、地域ごとの野生鳥獣被害の状況に応じた適切な対策の構築を目指

す。

また、地域で取り組む鳥獣害対策の充実を図るため、鳥獣被害対策マイス

ターや地域リーダー等の育成を推進する。

地元猟友会からの推薦により捕獲班を編成し、イノシシ、サル、シカ等の

有害鳥獣捕獲を行う。

また、アライグマ捕獲従事者の育成に努め捕獲体制を整備する。

年度 対象鳥獣 取組内容

令和

５～７

年度

イノシシ、サル、シカ

アナグマ、タヌキ、ヒヨド

リ、ドバト、カラス、

アライグマ、カワウ

捕獲機材の導入、有害鳥獣を捕獲する

担い手の育成・確保

捕獲計画数等の設定の考え方

イノシシ、サル、シカ、アナグマ、タヌキについては過去３ヶ年の捕獲実

績の最大捕獲頭数と同程度以上。ヒヨドリ、ドバト、カラスについては過去

３ヶ年捕獲実績の平均羽数。

特定外来生物であるアライグマについては生息が確認され次第、速やかに

捕獲を行う。

カワウについては状況に応じて適宜捕獲を行う。



（４）許可権限委譲事項

対象鳥獣
捕獲計画数等

令和５年度 令和６年度 令和７年度

イノシシ １，８１０ １，８１０ １，８１０

サル ３４０ ３４０ ３４０

シカ ３５０ ３５０ ３５０

アナグマ ２２０ ２２０ ２２０

タヌキ ２８０ ２８０ ２８０

ヒヨドリ ３０ ３０ ３０

ドバト １７０ １７０ １７０

カラス ９０ ９０ ９０

アライグマ － － －

カワウ － － －

捕獲等の取組内容

今後も有害鳥獣捕獲班に協力を依頼し効率な捕獲活動を推進する。

また、狩猟者の確保のため、継続して新規免許取得者に対する補助事業を

実施する。

鳥獣被害防止総合対策交付金関係事業（緊急捕獲事業）においては、引き

続きイノシシ、シカ、サル、タヌキ、アナグマの捕獲について補助の対象と

する。

イノシシ、サル、シカの被害が多発している地域については通年で捕獲で

きる体制とし、アナグマ、タヌキ、ヒヨドリ、ドバト、カラス、カワウにつ

いても被害発生時には早急に捕獲を実施する。特定外来生物であるアライグ

マについては生息が確認された場合は速やかに捕獲を実施する。

ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容

地形的な要因等でライフル銃以外での捕獲効果が期待できないような場合

に限り、十分な安全性を考慮したうえで、実施箇所や手法等を限定しライフ

ル銃での捕獲を行う。

対象地域 対象鳥獣



４．防護柵の設置等に関する事項

（１）侵入防止柵の整備計画

（２）侵入防止柵の管理等に関する取組

５．生息環境管理その他被害防止施策に関する事項

６．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じる

おそれがある場合の対処に関する事項

（１）関係機関等の役割

対象鳥獣 整備内容

令和５年度 令和６年度 令和７年度

イノシシ、

サル、シカ

複合柵 8,000ｍ
電気柵 18,000ｍ
ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ柵 2,000ｍ

必要に応じ導入 必要に応じ導入

対象鳥獣 取組内容

令和５年度 令和６年度 令和７年度

イノシシ、

サル、シカ、

ヒヨドリ

ドバト、カラス、

アライグマ、

カワウ

侵入防止柵設置の推進を図り、維持管理を行う各地域の管

理組合等に対して破損個所等の確認や補修等の維持管理指

導を行う。

年度 対象鳥獣 取組内容

令和

５年度

イノシシ

サル

シカ

アナグマ

タヌキ

被害地域で研修会等を開催し、地域が一体となって

状況の把握及び被害防止対策の検討、実施を行う。

関係機関職員を中心に鳥獣被害対策マイスター研修

の受講を推進し、各地域のリーダーとなれる人材の育

成を図る。

地域住民の鳥獣被害に対する知見を深め、侵入防止

柵の適切な管理、緩衝帯の設置、追い払い活動等を推進

していく。

令和

６年度

令和

７年度

関係機関等の名称 役割

宮崎県中部農林振興局 連絡調整、情報の発信、初期対応

宮 崎 市 連絡調整、情報の発信、初期対応

捕 獲 班 有害鳥獣捕獲体制の整備、捕獲活動

警 察 署 緊急時における有害鳥獣捕獲活動協力



（２）緊急時の連絡体制

７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項

８．捕獲等をした対象鳥獣の食品・ペットフード・皮革としての利用等その有

効な利用に関する事項

（１）捕獲等をした鳥獣の利用方法

（２）処理加工施設の取組

（３）捕獲等をした対象鳥獣の有効利用のための人材育成の取組

宮崎県 宮崎北警察署

中部農林振興局 宮崎南警察署

高岡警察署

宮崎市 森林水産課・総合支所農林建設課

捕 獲 班 鳥獣保護管理員

捕獲した鳥獣の処理については、捕獲現場において生態系に影響を与えな

いような適切な方法で埋却処理等を行うよう捕獲者への周知を図る。

食品 食品として活用できるものにについてはほぼ自家

消費としての利用。その他の用途で利用する場合には

関係法令を遵守し、衛生管理を徹底した適切な方法で

処理する。

ペットフード

皮革

その他

（油脂、骨製品、角

製品、動物園等で

のと体給餌、学術

研究等）

現時点で取組の予定は無いが、整備の要望があった場合は十分に検討を行

い衛生管理や安全性等に配慮しつつ適切に事務を遂行する。

また、設置を希望する民間事業者等に対しては補助事業の紹介等、側面的

支援を行う。

最新の情報や研修会等の情報収集に努め、地元へ適宜周知を行う。



９．被害防止施策の実施体制に関する事項

（１）協議会に関する事項

（２）関係機関に関する事項

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項

10．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項

協議会の名称 宮崎市有害鳥獣対策協議会

構成機関の名称 役割

宮崎県 中部農林振興局 連絡調整、情報の発信

宮崎北地区猟友会

捕獲体制の整備・捕獲活動宮崎南地区猟友会

東諸県地区猟友会（高岡支部・穆佐支部）

鳥獣保護管理員 鳥獣の適正な保護管理

宮崎中央農業協同組合 農作物被害等の情報収集

宮崎中央森林組合 林産物被害等の情報収集

宮崎市 森林水産課 協議会事務局、連絡調整

宮崎市 清武総合支所 農林建設課

情報共有、連絡調整宮崎市 高岡総合支所 農林建設課

宮崎市 田野総合支所 農林建設課

宮崎市 佐土原総合支所 農林建設課

関係機関の名称 役割

鳥獣被害対策地域特命チー

ム

被害防止対策に関する指導や助言、協力

設置年月日 平成２４年 ３月１９日

構 成 市職員１０名

活 動 内 容 集落一体となった被害防止対策活動の普及啓発を図るとと

もに地域に応じた対策の構築を目指し、助言・指導を行う。

関係機関等の連携を密にし、情報の共有化に努め、被害集落への防止対

策等の普及啓発活動を展開していく。

農業協同組合、森林組合等の組織と連携し、鳥獣被害対策に努める。


